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皇
大
神
宮
別
宮

　

伊
雑
宮

一
、
御

祭

神

伊
難
官
は
、　
一
般
に
は

「
イ
ゾ
ウ
グ
ウ
」
と
よ
ば
れ
、
皇

大
神
宮

（内
官
）
の
別
宮
で
古
く
か
ら

「天
照
大
神
の
通
宮
」

と
称
せ
ら
れ
、
御
祭
神
は
天
照
坐
皇
大
御
神
御
魂
で
す
。
恒

例
お
よ
び
臨
時
の
祭
典
は
、
内
宮
に
準
じ
て
行
わ
れ
、
二
十

年
ご
と
に
式
年
遷
宮
も
行
わ
れ
ま
す
。

二

、

御

鎮

座

地

　

一
董

曇

摩
市
磯
部
里

之
郷

（交
通
案
内
）
内
宮
よ
り
三
重
交
通
バ
ス
伊
勢
道
路
経
由

約
三
十
分
川
辺
下
車
徒
歩
約
十
分
、
ま
た
は
近
鉄
志
摩
線

上
之
郷
駅
下
車
徒
歩
約
五
分
で
社
頭
に
達
し
ま
す
。

三
、
御
鎮
座
の
由
来

当
宮
の
創
祀
は
、
約
二
千
年
前
の
第
十

一
代
垂
仁
天
皇
の
御

正
殿
の
構
造
は
内
官
に
準
じ
、
唯

一
祉
卵
題
で
、
御
屋
根
の

鰹
本
は
六
本
、
東
西
両
端
に
は
内
宮
と
同
じ
く
内
削
ぎ

（水
平

切
）
の
千
本
が
高
く
聾
え
、
南
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

周
囲
に
は
内
か
ら
瑞
垣
、
玉
垣
の
二
重
の
御
垣
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
御
門
が
あ
り
ま
す
。
正
殿
横
の
空
地
は
古
殿
地
と
い
い
、

二
十
年
毎
に
新
し
い
ご
社
殿
を
造
営
し
て
、
東
西
交
互
に
式
年

遷
官
を
奉
仕
す
る
ご
用
意
の
御
敷
地
で
す
。

五
、
恒
例
の
お
祭
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代
の
こ
と
で
す
。
皇
大
神
宮
御
鎮
座
の
後
、
倭
姫
命
が
御
贄
地

（皇
大
神
宮

へ
奉
る
御
供
物
を
採
る
所
）
を
お
定
め
に
な
る
た

め
、
志
摩
国
を
ご
巡
行
の
際
に
、
伊
佐
波
登
美
命
が
奉
迎
し

て
、
こ
の
地
に
当
宮
を
創
建
し
て
、
皇
大
御
神
の
御
魂
を
お
ま

つ
り
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
万
葉
集
に

「御
食
つ
国
、

志
摩
の
海
人
な
ら
し
、
真
熊
野
の
小
船
に
乗
り
て
、
沖
辺
漕
ぐ

見
ゆ
」
と
も
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
志
摩
国
は
風
光
一麗
し

く
、
海
産
物
に
富
み
、
古
来
神
宮
と
朝
廷
の
ご
料
を
貢
進
し
た

地
で
す
。

四
、
域
内
の
案
内

入
日
の
鳥
居
を
参
入
す
る
と
左
側
に
は
衛
士
派
出
所
、
右
側

に
宿
衛
屋
が
あ
り
ま
す
。
宿
衛
屋
で
は
ご
祈
祷

（御
餞
）
の
取

り
次
ぎ
、
大
麻
、
守
祓
の
授
与
、
御
朱
印
の
押
捺
等
を
お
取
り

扱
い
し
て
お
り
ま
す
。
手
水
舎
で
手
と
口
を
浄
め
、
参
道
を
進

む
と
右
側
に
れ
弊
を
調
理
す
る
鳳
火び
慇
騰
、
そ
の
奥
に
薩
所と
及

び
徘
部
が
あ
り
ま
す
ｏ
さ
ら
に
進
む
と
正
殿
の
御
前
に
達
し
ま
す
。

伊 雑 宮 正 面 入 口



伊雑宮の遠望
真ん中のこんもり茂った森が伊雑宮。

六
、
特
殊
祭
典

御
田
植
式
　
伊
雑
宮
の
御
田
植
式
は
志
摩
地
方
随

一
の
大
祭

で
、
「磯
部
の
御
神
田
」
と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
域
の
南
に
隣
接
す
る
ご
料
田

（作

付
面
積

一
、
六
四
三
ざ
）
で
毎
年
六
月
二
十
四
日

（六
月
月

次
祭
当
日
）
に
行
わ
れ
ま
す
。

鎮
座
地
志
摩
市
磯
部
町
の
人
々
が
、
地
区
ご
と
に
毎
年
交
代

し
て
奉
仕
し
ま
す
。
極
め
て
古
雅
な
神
事
で
、
日
本
三
大
田
植
祭
の

ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
式
は
午
前
十
時
頃
か
ら
始
ま
り
、全
部
終

る
の
は
午
後
四
時
を
す
ぎ
ま
す
。
式
次
第
は
ま
ず
奉
仕
員

一
同

そ
ろ
っ
て
伊
雑
官
に
参
拝
、
修
祓
を
受
け
て
御
田
に
向
い
ま
す
。

そ
の
順
序
は
先
頭
に
、
秋
指
二
人
、
立
人
六
人

（以
上
は
二
十

歳
代
の
青
年
で
、
菅
笠
を
戴
き
中
形
の
襦
袢
を
着
て
、
紺
の
股

引
に
手
甲
を
つ
け
ま
す
）
。
次
に
早
乙
女
六
人
（十
二
、
三
歳
か

ら
十
五
、
エハ
歳
の
少
女
で
、
顔
に
自
粉
を
つ
け
、
ま
ゆ
を
ひ
き
、

菅
笠
を
被
り
、
自
装
束
の
上
に
緋
の
欅
を
か
け
ま
す
）
。
そ
の
後

を
、
さ
さ
ら
擢
二
人

（十
歳
前
後
の
少
年
で
菅
笠
を
被
り
、
モ

ス
リ
ン
の
派
手
な
襦
袢
に
紫
色
の
脚
絆
を
つ
け
ま
す
）
。
つ
い
で
、

太
鼓
打

一
人

（七
、
人
歳
の
童
男
で
、
か
つ
ら
を
被
り
、
作
り

眉
を
し
て
少
女
に
扮
装
し
、
御
田
の
中
で
は
田
船
に
乗
り
ま
す
）
。

次
に
笛
二
人
、
太
鼓

一
人
、
小
鼓

一
人
、
謡
六
人

（以
上
十
人

は
青
年
男
子
に
て
素
襖
鳥
帽
子
を
着
け
ま
す
）
。
行
列
は
以
上
の

通
り
で
、　
一
同
眈
足
で
す
。
御
田
の
西
側
の
畦
に
長
さ
十

一
ｍ

ほ
ど
の
大
い
青
竹

一
本
が
杭
に
縛

っ
て
立
て
ら
れ
、
竹
の
先
端

に
大
う
ち
わ
（ゴ
ン
バ
ウ
チ
ワ
と
い
う
）
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

十
月
二
廿
硼
日

十

一
月
二
十
六
日

十
二
月
二
十
三
日

十
二
月
二
廿
割
日

午
後
十
時
　
由
貴
夕
大
御
僕

午
前
二
時
　
由
貴
朝
大
御
餞

午
前
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時
　
奉
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御
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午
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十
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一
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午
後
十
時
　
由
貴
夕
大
御
僕

午
前
二
時
　
由
貴
朝
大
御
供

午
前
十
時
　
奉
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苗が手際よく植えられてゆく。



な
お
、
お
田
植
装
束
類
は
近
く
の
志
摩
市
立
磯
部
郷
土
資
料

館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
い
つ
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す

（月
曜
、
祝
日
は
休
館
）
。

調
献
式
　
調
献
式
は
十
月
二
十
五
日

（神
嘗
祭
当
日
）
に

志
摩
地
方
の
人
々
が
、
海
幸
山
幸
を
ご
神
前
に
お
供
え
し
て
、

神
恩
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
志
摩

一
円
の
秋
祭
で
す
。

御
　
鋒
ホ
　
旧
暦
の
六
月
二
十
五
日
に
崇
敬
者
の
夏
祭
り
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

七
、
崇

敬

者

志
摩
市
内
の
崇
敬
者
を
主
と
す
る
伊
雑
官
奉
賛
会
を
始
め
と

し
、
漁
師
や
海
女
た
ち
の
信
仰
も
厚
く
、
三
重
県
下
は
も
と
よ

り
全
国
各
地
に
も
崇
敬
者
が
多
数
お
ら
れ
、
講
社
を
組
織
し
て

団
体
で
参
拝
す
る
奉
賛
者
も
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

八
、
伊
雑
宮
所
管
社
　
佐
美
長
神
社

伊
雑
宮
の
南
約
八
百
メ
ー
ト
ル
の
地
に
鎮
座
し
、
大
歳
社
ま

や
が
て
立
人
、
早
乙
女
等
が
御
田
に
下
り
、
手
を
取
り
合
い

苗
場
を
三
周
半
し
、
苗
取
り
が
始
ま
り
ま
す
。
苗
取
り
が
終
る

と
立
人
が
青
竹
を
杭
か
ら
解
き
、
三
度
扇
い
で
御
田
の
中
心
に

向

っ
て
倒
す
と
、
近
郷
漁
村
の
青
年
た
ち
が
下
帯
姿
に
な
っ
て

田
に
入
り
、
竹
の
奪
い
合
い
を
行
い
ま
す
。
そ
の
争
奪
の
有
様

は
庭
る
勇
壮
で
す
。
そ
の
竹
を
持
ち
帰

っ
て
辞
語
に
祭
り
大
漁

満
足
、
海
上
安
全
の
お
守
り
に
す
る
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

竹
取
り
が
終
る
と
い
よ
い
よ
御
田
植
が
始
ま
り
、　
一
列
に
並

ん
で
植
え
な
が
ら
退
い
て
行
き
ま
す
。
そ
の
間
、
謡
方
、
鼓
方
、

笛
方
、
さ
さ
ら
方
、
太
鼓
方
が
調
子
を
そ
ろ
え
て
囃
し
立
て
ま

す
。
半
分
を
植
え
終

っ
た
頃
、　
一
旦
休
憩
し
、
さ
さ
ら
方
二
人

が
田
の
中
で
舞
踏
を
し
ま
す
。
こ
れ
を
早
取
挿
と
い
い
ま
す
。

こ
の
間

一
同
ハ
若
布
の
肴
で
小
宴
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
つ
づ

い
て
残
り
を
植
え
終
り
ま
す
。
そ
の
あ
と

一
同
列
を
整
え
、
「踊

り
込
み
」
と
い
う
躍
り
で
練
り
な
が
ら
再
び
伊
雑
宮
に
進
み
童

男
の
納
め
の
仕
舞
で
御
田
植
式
が
終
り
ま
す
。

た
は
穂
落
社
と
も
称
え
ら
れ
ま
す
。
倭
姫
命
が
志
摩
国
ご
巡
行

の
際
、
鳥
の
鳴
く
声
高
く
き
こ
え
て
夜
昼
止
ま
な
い
の
で
、
こ

れ
を
見
に
行
か
せ
る
と
、
葦
原
の
中
に

一
株
の
稲
が
生
え
て
お

り
、
根
本
は

一
本
で
穂
が
千
穂
に
も
分
か
れ
て
茂

っ
て
い
ま
し

た
。　
一
羽
の
真
名
鶴
が
そ
の
穂
を
く
わ
え
て
飛
び
な
が
ら
鳴
い

て
い
る
の
を
発
見
し
、
こ
の
鶴
を
大
歳
神

（五
穀
の
神
）
と
崇

め
て
、
こ
の
地
に
お
ま
つ
り
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

土
地
の
人
々
は
今
も
地
主
の
神
と
し
て
崇
め
、
地
鎮

・
方
除
等

の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

な
お
同
社
の
御
前
に
小
祠
四
社
の
佐
美
長
御
前
神
社
が
お
ま

つ
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
田
植
歌

一
、
目
出
度
目
出
度
の
御
神
田
を
植
え
て
踊
り
込
む
ぞ
え
宮
様
今
′く
、

一
、
今
年
し

ゃ
豊
年
穂

に
穂
が
さ

い
て

桝
は
取
り
置
け
箕

で
量

る
′‘

、ヽ

植
え
る
姿
は
百
合
の
花
′‘
ヽ
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